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お い ら せ 町 



1．工事目的 

  本工事は、いちょう公園テニスコートにおける人工芝及びテニスポストの全面改修及

び擁壁の塗装などを実施することにより、テニスコートの長寿命化を図るもの。 

 

2．施工場所 

  おいらせ町いちょう公園テニスコート（おいらせ町 沼端 地内） 

 

3．工期 

  本契約をする意思表示をした日から令和 ７年 ３月３１日まで 

 

4．主な工事内容及び仕様 

 1）いちょう公園テニスコート人工芝改修 

（新たな人工芝については、軟式テニス及び硬式テニス両方の基準を満たす規格を採用

し、別紙「砂入り人工芝特記仕様書」に記載内容と同等以上の製品とする） 

 

 2）テニスポスト 4本の更新（設計図面のとおりステンレス製円形鋼管タイプ） 

 

 3）テニスポスト埋設管の改修 (設計図面のとおり四角形の埋設管を円形に改修) 

 

 4) テニスネット 4張の更新（公益財団法人本テニス協会公認企業の製品） 

 

 5) 擁壁の塗装（国土交通省「公園施設長寿命化計画策定指針（案）参考資料集」で設定

されている耐用年数 50 年間で数回の再塗装を行うものとし、シリコン塗装を採用） 

 

 6）鉄扉の塗装 

 

  7) 既存人工芝の撤去（別紙「砂入り人工芝特記仕様書」に記載の工法による） 

 

 

5．提出書類 

  ① 工事着工届 

  ② 現場代理人通知書 

  ③ 工事履行報告書（作業状況写真添付） 

  ④ 工事完成届 

  ⑤ その他、監督職員が必要と認める書類 

 

6.特記事項 

 (1)本工事は、本仕様書によるほか、国土交通省「土木工事共通仕様書」及び関係諸基準

により施工する。 

 



 (2)「独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金に係るロゴマーク

等の表示要領」に従い、スポーツ振興くじ助成金のロゴマークを表示すること（耐久

性があるもの。脱着式不可）。表示箇所については協議して定めることとする。 

 

7．留意事項 

  

 

8．その他 

    本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、双方協議し定めるものとする。 


